
事 務 連 絡 

令和６年 11 月 12 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管

課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



［別記］ 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

公益社団法人 国民健康保険中央会 

公益財団法人 日本医療保険事務協会 

独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

独立行政法人 地域医療機能推進機構  

独立行政法人 労働者健康安全機構 

健康保険組合連合会 

全国健康保険協会 

社会保険診療報酬支払基金 

各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所） 

財務省主計局給与共済課 

文部科学省高等教育局医学教育課 

文部科学省初等中等教育局財務課 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課 

総務省自治行政局公務員部福利課 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 

警察庁長官官房教養厚生課 

防衛省人事教育局 

大臣官房地方課 

医政局医療経営支援課 

保険局保険課 

労働基準局補償課 

労働基準局労災管理課 



保医発 1112 第４号 

令和６年 11 月 12 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長      

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）

が令和６年厚生労働省告示第327号をもって改正され、令和６年11月12日から適用すること

とされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保

険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。 

 

記 

 

１ 薬価基準の一部改正について 

(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年

法律第 145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認

され、薬価基準への収載希望があった医薬品（注射薬２品目）について、薬価基準の

別表に収載したものであること。 

 

(２) (１)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであ

ること。 

 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ７，３３９ ３，６２６ ２，０６８ ２６ １３，０５９ 

 



 

２ 関係通知等の一部改正について 

(１) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和６

年３月５日付け保医発 0305第２号）を以下のとおり改正する。 

① 別紙１に別添１に掲げる医薬品を、別紙３に別添２に掲げる医薬品を加え、令和

６年 11月 12日から適用すること。 

 

 



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 1214405A3036 ロピバカイン塩酸塩水和物
０．７５％１０ｍＬ
１管

ロピバカイン塩酸塩０．７５％注７５
ｍｇ／１０ｍＬ「テルモ」

テルモ 260.00

注射薬 1214405A4032 ロピバカイン塩酸塩水和物
０．７５％２０ｍＬ
１管

ロピバカイン塩酸塩０．７５％注１５
０ｍｇ／２０ｍＬ「テルモ」

テルモ 520.00

品名

［別添１］

別紙１　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和６年11月12日より適用

1 / 2 ページ



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 1214405A3028 ロピバカイン塩酸塩水和物
０．７５％１０ｍＬ
１管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ サンドファーマ 520.00

注射薬 1214405A4024 ロピバカイン塩酸塩水和物
０．７５％２０ｍＬ
１管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ サンドファーマ 946.00

注射薬 1214405A5020 ロピバカイン塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ サンドファーマ 509.00

注射薬 1214405A6027 ロピバカイン塩酸塩水和物 １％２０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ サンドファーマ 802.00

［別添２］

別紙３　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和６年12月1日より適用

品名

2 / 2 ページ



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 薬価

1 注射薬 ロピバカイン塩酸塩0.75％注75㎎/10mL「テルモ」 ロピバカイン塩酸塩水和物 0.75％10mL１管 260

2 注射薬 ロピバカイン塩酸塩0.75％注150㎎/20mL「テルモ」 ロピバカイン塩酸塩水和物 0.75％20mL１管 520

Ｎｏ

薬価基準告示


